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 保健センター通信　健康管理課（市保健センター内）☎内線1742

から元気になろう！
　　～歯周病とからだの健康～

歯周病とは

「歯周病」とは、歯と歯を支える歯茎などの組織におけるさまざまな病態の総称です。

実は、日本人が歯を失う原因の1位は、この歯周病です。30代以降では、すでに8割の人がかかっていると

いわれています（8020推進財団 全国抜歯原因調査（2005））。

また歯周病は、病原菌が出す毒素がからだを回りさまざまな臓器にも悪い影響を与えてしまうことがあり

ます。

お口

歯周病とからだの深い関係

歯周病予防には欠かせない「セルフケア」と「定期検診」

歯周病予防には、歯みがきなどのセルフケアに加え、歯科医師や歯科衛生士など専門家のサポートも欠かせません。

●歯周疾患検診

「歯周疾患検診」では主に歯周病の進行具合を確認してアドバイスを行います。自覚症状がなく普段歯医者

さんに行かない人こそ、この機会にぜひご利用ください。

対象は …… 30歳・40歳・50歳・60歳・70歳・80歳

　　　　 の節目の方（平成27年3月31日現在）

※平成26年4月20日現在で対象となる方には、5月上旬ごろ受診券と協力医療機関についての案内をお送りしています。受診

券や案内が必要な方は、お手数ですが市保健センターまでご連絡ください。

※歯周疾患検診は、牛久市歯科医師会加入の全ての医療機関の協力のもと実施しています。

10年に一度の

チャンス !!

肺　炎
食べ物と一緒に歯周病菌が気管に入り、

誤嚥性肺炎になる可能性があります。

低体重児出産・早産
歯周病の炎症成分が子宮を収縮させる

スイッチになり、低体重児出産・早産

の危険性は7.5倍になります。

動脈硬化
歯周病菌は血栓を作りやすく、脳卒中・

脳梗塞を起こす危険性は2～3倍にな

ります。

喫　煙
喫煙は歯周病の進行を2～9倍悪化さ

せる危険因子です。

認知症
認知症の大半を占めるアルツハイマー型認知症

は、脳に萎縮が見られるのが特徴です。残って

いる歯が少ない人ほど噛む力が低下し、脳血流

が減少することで脳の萎縮が進んでいたという

研究報告があります。

糖尿病
糖尿病の人は、免疫力が低下して、歯茎の炎症

が起こりやすくなるため、歯周病を悪化させま

す。さらに、歯周病がひどくなると血糖値をコン

トロールするインスリンの働きを妨げて、糖尿病

の状態を悪くするといわれています。

歯周病
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2月に今年度最後の集団健診実施！
～特定健診（メタボ健診）や各種がん検診を行っています～

　皆さん、今年度の健康診断はお済みでしょうか？年に1度は健診を受けましょう！「集団健診受診券」を

お持ちでない方や容器が必要な方はご連絡ください。

日
程

受付時間 場　所

平成27年
2月

4日（水） ①午前 8時～ 8時30分

②午前 9時～ 9時30分

③午前10時～10時30分

市保健センター
5日（木）

6日（金）

7日（土）

健
診
の
内
容

項　目 内　容 対　象 料　金

特定健診

基本項目…体重、身長、腹囲、血圧、尿検査（糖・蛋白）、
血液検査（中性脂肪、HDL・LDL コレステロール、
肝機能、ヘモグロビン A1c、尿酸）

詳細項目…心電図、眼底検査、貧血検査、クレアチ
ニン検査（腎機能）

30代
1,300円

（基本項目のみ）
40歳以上国保 1,800円
後期高齢者 500円
40歳以上社保の方はご加入の健康
保険などにご確認ください。

胸部検診 レントゲン間接撮影
16～39歳 300円
40歳以上 510円

胃がん検診 バリウムによるレントゲン撮影 40歳以上 1,540円
大腸がん検診 便の潜血検査（専用容器に採取して提出） 40歳以上 610円
前立腺がん検診 血液検査（PSA 検査） 50歳以上男性 1,000円

申・問　健康管理課（市保健センター内）☎内線1742（平日午前8時30分～午後5時15分）

牛久市健診
イメージキャラクター

メタ坊くん

国保にご加入の皆様へお知らせ

※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。

※多数該当とは、過去12ヶ月以内に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

高額療養費制度とは？…1カ月の医療費の自己負担額が、一定の額（自己負担限度額）を超えたとき、その超えた分が国保

から払い戻される制度です。自己負担限度額は、70歳未満か70歳～74歳かどうかで異なり、また所得によっても異なります。

制度改正に伴い限度額適用認定証の有効期間も変わります…平成26年8月に交付されている70歳未満の人の限度

額適用認定証は、制度改正に伴い有効期間が平成26年12月末日までとなっています。そのため、新しい認定証（有

効期間は平成27年7月末日まで）が平成26年12月に交付されます（申請は必要ありません）。

問　医療年金課☎内線1724～1727

平成27年1月から高額療養費が変わります！

　平成27年1月から、70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。今までよりも所得要

件が細分化され、皆さんの所得に応じて柔軟な医療費の負担軽減が行われるようになります。

70歳未満の方の自己負担限度額 ※70歳以上の方の自己負担限度額は変更なし。

平成26年12月まで

区分 所得要件 自己負担限度額

A
上位
所得者

600万円超
150,000円＋

（総医療費－500,000円）×1%
【多数該当：83,400円】

B
一般
所得者

600万円以下
80,100円＋

（総医療費－267,000円）×1%
【多数該当：44,400円】

C
低所得者

住民税非課税
35,400円

【多数該当：24,600円】

平成27年1月から

区分 所得要件 自己負担限度額

ア 901万円超
252,600円＋

（総医療費－842,000円）×1%
【多数該当：140,100円】

イ
600万円超～
901万円以下

167,400円＋
（総医療費－558,000円）×1%
【多数該当：93,000円】

ウ
210万円超～
600万円以下

80,100円＋
（総医療費－267,000円）×1%
【多数該当：44,400円】

エ 210万円以下
57,600円

【多数該当：44,400円】

オ 住民税非課税
35,400円

【多数該当：24,600円】


